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鳥
獣
防
除
用
爆
音
機
の

適
切
な
使
用
に
つ
い
て

　

市
内
で
も
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害

が
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

鳥
獣
防
除
用
爆
音
機
を
使
用
す
る
と

き
は
、
夜
間
や
早
朝
の
使
用
を
控
え
る

な
ど
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

鳥
獣
防
除
用
爆
音
機
の
適
切
な
使
用

・ 

音
量
は
必
要
最
小
限
に
す
る
。

・ 

使
用
す
る
時
間
帯（
特
に
早
朝
や
夜

間
）に
注
意
す
る
。

・ 

住
宅
に
近
い
場
所
な
ど
で
は
、
他
の

防
除
方
法（
防
鳥
網
や
電
気
柵
な
ど
）

を
検
討
す
る
。　
　
　
　
　
　

な
ど

問  

農
政
課　

農
業
経
営
係

　

☎（
32
）１
６
４
１

　

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練
の
実
施

　

地
震
や
津
波
な
ど
の
発
生
時
に
備

え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）を
用
い
た
情
報
伝
達
訓
練
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

日
時　

８
月
29
日
㊌　

11
時

内
容　

防
災
行
政
無
線
か
ら
放
送

問  

防
災
消
防
課　

☎（
32
）１
１
１
１

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
備
品
を

宝
く
じ
助
成
金
で
整
備

　

不
知
火
町
山や
ま
す
う
ら

須
浦
区
で
は
、（
一
財
）

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
健
全
な
発
展
を
目
的
に
、
宝
く
じ
の

受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
し

て
い
る「
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事

業
」を
活
用
し
て
、
会
議
用
テ
ー
ブ
ル

や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
セ
ッ
ト
な
ど
を

整
備
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
備
品
は
区
の
健
康
づ
く
り

活
動
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
活
発
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

問  

ま
ち
づ
く
り
観
光
課　

ま
ち
づ
く

り
推
進
係　

☎（
32
）１
９
０
６

　

監
査
委
員
が

新
体
制
に
な
り
ま
し
た

　

行
財
政
を
監
査
す
る
委
員
３
人
に
、

今
後
の
抱
負
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

河
田　

信
之 

代
表
監
査
委
員（
識
見
）

　

こ
れ
ま
で
の
行
政

経
験
を
生
か
し
住
民

の
視
点
に
立
っ
て
、

公
共
の
福
祉
増
進
と

市
政
へ
の
信
頼
確
保
の
た
め
に
、
経
済

性
、
有
効
性
、
効
率
性
、
合
規
性
と
財

産
の
保
全
な
ど
の
着
眼
点
を
重
視
し
て

職
務
に
精
励
し
、
魅
力
あ
る
宇
城
市
発

展
に
微
力
な
が
ら
貢
献
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

池
田　

秀
人 

監
査
委
員（
識
見
）

　

市
民
の
皆
さ
ん
の

福
祉
の
向
上
と
公
正

か
つ
効
率
的
な
行
財

政
運
営
の
実
現
に
向

け
、
こ
の
監
査
機
能
を
通
し
て
、
市
が

行
う
事
業
、
財
務
の
信
頼
性
を
よ
り
一

層
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
正
、

公
平
を
も
っ
て
当
た
っ
て
い
き
ま
す
。

園
田　

幸
雄 

監
査
委
員（
議
会
選
出
）

　

納
税
者
の
立
場
に

立
ち
熱
意
を
持
っ

て
、
公
正
、
公
平
に

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果

た
し
て
い
き
ま
す
。
監
査
業
務
は
年
間

約
１
０
０
日
間
行
わ
れ
て
お
り
、
新
監

査
体
制
で
市
民
の
皆
さ
ん
の
負
託
に
応

え
て
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問   

監
査
委
員
事
務
局

 　

☎（
32
）１
３
２
７

　

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の

取
扱
業
者
を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
ふ
る
さ
と
応
援
寄
付（
ふ

る
さ
と
納
税
）の
お
礼
と
し
て
贈
呈
す

る
返
礼
品
の
充
実
を
図
る
た
め
、
返
礼

品
の
取
扱
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト

・ 

商
品
を
全
国
に
Ｐ
Ｒ
で
き
る

・ 

宣
伝
広
告
費
な
ど
追
加
負
担
が
な
い

・
返
礼
品
の
代
金
と
送
料
は
市
が
負
担

デ
メ
リ
ッ
ト

・ 

返
礼
品
は
寄
付
者
自
身
が
選
択
す
る

た
め
、
注
文
見
込
み
が
困
難
。

こ
れ
ま
で
の
寄
付
状
況

（
Ｈ
30
・
６
・
４
速
報
値
）

額

４
億
７
９
１
４
万
６
８
０
５
円

件
数

２
万
６
０
０
９
件

　

事
業
者
登
録
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

・ 

市
内
に
事
業
所
な
ど
が
あ
る
こ
と
。

・
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と　
　
　

な
ど

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問   

企
画
課　

企
画
振
興
係

　

☎（
32
）１
９
０
２

　
　

宇
城
市
役
所

　
　
　

〒
８
６
９
｜
０
５
９
２

　
　
　

熊
本
県
宇
城
市
松
橋
町
大
野
85

　

本　

庁　
　
　

☎（
32
）１
１
１
１

三
角
支
所　
　

☎（
53
）１
１
１
１

不
知
火
支
所　

☎（
33
）１
１
１
１

小
川
支
所　
　

☎（
43
）１
１
１
１

豊
野
支
所　
　

☎（
45
）２
１
１
１

　

ひ
と
り
親
家
庭
を
応
援

児
童
扶
養
手
当

児 

童
扶
養
手
当　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

の
生
活
安
定
と
自
立
を
助
け
子
ど
も

の
福
祉
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
手
当
で
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

支 

給
月
額　

所
得
に
応
じ　

１
万
30
～
４
万
２
５
０
０
円

加 

算　

第
２
子
最
大
１
万
40
円

　

第
３
子
以
降
最
大
６
０
２
０
円
／
人

手 

当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

　

 

監
護
し
て
い
る
子
ど
も（
18
歳
に
な

　

る
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）が
①
～

　

⑧
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は
ま

　

る
父
・
母
・
養
育
者（
父
母
に
代
わ
っ

　

て
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人
）

　

①
父
母
が
離
婚　

②
父（
母
）が
死
亡

　

③
父（
母
）が
重
度
の
障
害
状
態

　

④
父（
母
）の
生
死
が
１
年
以
上
不
明

　

 

⑤
父（
母
）か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

　

て
い
る
⑥
父（
母
）が
１
年
以
上
拘
禁

　

さ
れ
て
い
る
⑦
母
が
未
婚
で
出
産
⑧

　

父（
母
）が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護

　

命
令
を
受
け
て
い
る

※ 

手
当
受
給
者
は「
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
」や「
就
学
援
助（
小
・

中
学
生
）」な
ど
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

・ 
子
ど
も
が
里
親
に
委
託
、
児
童
福
祉

施
設（
通
園
施
設
を
除
く
）に
入
所

・ 

子
ど
も
や
父（
母
・
養
育
者
）が
日
本

国
外
に
在
住

・ 

父（
母
）の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
て
い

る
※
事
実
上
の
婚
姻
関
係（
同
居
や

定
期
的
な
訪
問
で
生
計
同
一
で
あ
る

場
合
）を
含
み
ま
す

児 

童
扶
養
手
当
の
現
況
届　

８
月
以
降

も
受
給
資
格
が
あ
る
こ
と
を
届
け
出

る
大
切
な
手
続
き
で
す
。
必
要
書
類

と
手
当
証
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

場
所　

住
所
地
の
各
支
所
総
合
窓
口
課

　
　
　

松
橋
町
は
本
庁
こ
ど
も
福
祉
課

日
時　

８
月
１
日
㊌
～
31
日
㊎

　

 

９
時
～
17
時（
本
庁
こ
ど
も
福
祉
課

　

の
み
毎
週
木
曜
は
19
時
ま
で
延
長
）

※ 

８
月
31
日
㊎
ま
で
に
提
出
が
な
い

と
、
支
給
が
差
し
止
め
ら
れ
た
り
受

給
権
を
失
っ
た
り
し
ま
す
。

※ 

全
額
停
止
の
場
合
も
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

こ
ど
も
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　

☎（
32
）１
４
０
４

　

児
童
扶
養
手
当
の
全
部
支
給

所
得
制
限  

限
度
額
引
上
げ

　　

平
成
30
年
８
月
分（
12
月
支
給
）か
ら

次
の
表
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。
一
部

支
給
な
ど
は
据
え
置
き
で
す
。

問 

こ
ど
も
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　

☎（
32
）１
４
０
４

　

ひ
と
り
親
家
庭
の

就
職
活
動
を
応
援
し
ま
す

　

母
子
父
子
自
立
支
援
員
が
個
別
面
談

な
ど
で
、母
子
父
子
家
庭
の
生
活
安
定
、

求
職
活
動
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
ま

す
。
各
支
所
な
ど
に
出
張
相
談
も
で
き

ま
す
の
で
、
こ
ど
も
福
祉
課
ま
で
電
話

予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
時
間

　

平
日
９
～
16
時（
㊎
は
15
時
ま
で
）

問 

こ
ど
も
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　

☎（
32
）１
４
０
４

　

西
日
本
豪
雨
災
害
へ
の

義
援
金
箱
を
設
置
し
ま
し
た

　

西
日
本
豪
雨
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
皆

さ
ん
の
復
興
を
願
い
、
義
援
金
箱
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

期　

間　

８
月
17
日
㊎
ま
で

場　

所　

本
庁
市
民
課
前
ロ
ビ
ー

　

各
支
所
総
合
窓
口
課
・
松
合
出
張
所

全部支給所得制限  限度額表：受給者本人（単位：円）

扶養
親族数

収入ベース 所得ベース

現行 Ｈ30.8～ 現行 Ｈ30.8～

０    920,000 1,220,000    190,000    490,000

１ 1,300,000 1,600,000    570,000    870,000

２ 1,717,000 2,157,000    950,000 1,250,000

３ 2,271,000 2,700,000 1,330,000 1,630,000

４ 2,814,000 3,243,000 1,710,000 2,010,000

５ 3,357,000 3,763,000 2,090,000 2,390,000

市からの
お知らせ

 市からのお知らせ

   

お 

わ
び　

広
報
う
き
７
月
号
で
郷
土
資

料
館
の
住
所
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
お
わ
び
し
、
次
の
と
お
り
訂
正

し
ま
す
。

　

住
所　

豊
野
町
糸
石
３
８
１
８




